
お手数をおかけしますが、ご協力をお願いします。
問い合わせ先：国土交通省水資源部水資源計画課
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各家庭においてお願いしたい具体的な節水の取り組み

トイレ
・大小レバーの使い分けをしっかり行いましょう
・タンクに水をいれたペットボトル（２L）を
沈めると１回の水の使用量を減らすことができます。
(※タンク内の故障の原因となることもあるので注意が必要です)

手洗い、洗顔、歯磨き
・水を流しながらの手洗い、
洗顔、歯磨きは多くの水を
使用します。水をこまめに
止めて手洗い、洗顔、歯磨
きをしましょう。(流しっぱ
なしは、1分間約12Lの無駄)

食器洗い
・水を流しっぱなしで洗
うのではなく「ため洗
い」をしましょう。(ため
洗いで約80Lの節水)
・油汚れのひどいものは
あらかじめ紙などで拭き
取りましょう。

洗濯
・ご家庭の洗濯機では「注水す
すぎ」ではなく「ためすすぎ」
を選びましょう。(「ためすす
ぎ」で約55Lの節水)
・まとめ洗いで洗濯回数を減ら
しましょう。
・風呂の残り水を利用すると大
きな節水につながります。

お風呂
・シャワーより「湯はり」
のほうが使用する水は少な
くなります。
・シャワーを使用する場合
はこまめに止めてつかいま
しょう。(3分間流しっぱな
しは、約36L使用)

少雨傾向により、関東北部地方、四国地方､九州北部地方、
沖縄地方で、ダムの貯水率が低下するなど、渇水傾向がつ
づいており、一部地域において、取水制限が実施されていま
す。
関東北部地方、四国地方､九州北部地方、沖縄地方にお住

いの皆様におかれましては、特に節水へのご協力をお願いし
ます。

令和６年３月８日

関東北部地方、四国地方､九州北部地方、
沖縄地方の渇水について


